
＜３＞ 広 　 報 　 い 　 な 　 が 　 わ平成１５年( 2 0 0 3年)１月１日

�とき １月13日（祝）午前10時～

�受付開始 午前９時15分～

�ところ 文化体育館（イナホール）

�内容

第１部　オープニング、式典

第２部　若人の集い

式典終了後隣接する総合公園で、子ども会連絡協

議会による新春たこあげ大会が行われ、子どもたち

が新成人を祝ってくれますので、参加ください。

�対象 昭和57年４月２日～同58年４月１日生まれ

対 象 者 に は 、

案内ハガキを郵

送します。多数

ご参加ください。

問い合わせは、

生涯学習課（ �

767－2600）へ。

平成15年　成人式に出席を
地 区 名 １月 ２月 ３月

肝川・猪渕・銀山・広根
上 野 ・ 柏 梨 田
紫合・猪名川荘苑
原 ・ 民 田
上阿古谷・下阿古谷
北 野 ・ 南 田 原
北 田 原
万 善 ・ 槻 並
木 津 ・ 東 山
木 津 上
木間生・杤原・林田
笹 尾
清 水 ・ 清 水 東
仁 頂 寺 ・ 島
鎌 倉
杉 生
西 畑 ・ 柏 原
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※２月８日から同1 6日の間、処理場工
事のため収集を中止します。問い合わ
せは、生活環境課（�7 6 6－8 7 1 2）へ。

し尿収集日程

昨
年
の
成
人
式
の
様
子

▼
と
き

１
月
12
日
（
日
）
午
前
９
時
30

分
〜

▼
と
こ
ろ

文
化
体
育
館
、
総
合
公
園

▼
内
容

消
防
署
・
消
防
団
・
防
火
ク
ラ

ブ
な
ど
に
よ
る
行
進
や
消
防
演
技

当
日
は
、
文
化
体
育
館
の
駐
車
場
な
ど

を
使
用
し
ま
す
の
で
、
図
書
館
や
中
央
公

民
館
を
ご
利
用
の
皆
さ
ん
に
大
変
ご
迷
惑

を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
は
、
消
防
本
部
（
�
７
６

６
・
０
１
１
９
）
へ
。

消

防

出

初

式

申込資格
①平成1 4年9月3 0日以前から

町内に在住・在勤の人

②現在同居の親族のある人で

夫婦または親子を主とし、２人

以上同居できる人（他要件有）

③政令月収入額が、2 0 0 , 0 0 0円

（入居者もしくは同居者が身体

障害者である場合は、268,000円）

以下であること

募集住宅の概要

�室構成および家賃 政令月

収入額により算出（下表のとお

り）

�所在地 若葉１丁目50－１

�構造 鉄筋コンクリート造　

�入居日 入居許可日（１月

下旬の予定）から10日以内

申込みの受付
都市整備課備え付けの申込み

用紙に必要事項を記入し、同課

へ提出してください。申込み多

数の場合は抽選となります。

�受付期間 １月７日～同1 7

日午前９時～午後５時（土・日

曜日、祝日を除く）

問い合わせは、都市整備課

（�766－8704）へ。

政令月収入額の計算方法 「政令月収入額＝（申込家族の年間総

所得額－（同居親族控除額×人数））÷12カ月」（政令月収入額は、

申込本人および同居親族（予定者・婚約者含む）で収入のある人

全員の総所得額の合計から、同居親族１人につき3 8万円、その他

老人１人につき1 0万円、障害者１人につき2 7万円などを控除した

後の金額を月額に換算します）

0～
1 2 3 , 0 0 0円

室番

28,900円　35,100円　41,500円　47,900円
４LDK
74.2㎡206

1 2 3 , 0 0 1～
1 5 3 , 0 0 0円

1 5 3 , 0 0 1～
1 7 8 , 0 0 0円

1 7 8 , 0 0 1～
2 0 0 , 0 0 0円

室構成
面積

対　象

政　令　月　収　入　額

一般世帯対象
27,600円　33,400円　39,600円　45,700円

３LDK
68.0㎡

309

室 構 成 お よ び 家 賃

区　分

一定以上所得者

（※１）

一般

低所得者 Ⅱ

（※２） Ⅰ

外　来

40,200円

12,000円

8,000円

自己負担限度額（入院）

72,300円＋１％

（40,200円※３）

40,200円

24,600円

15,000円

※１ 次のいずれかに該当する場合

①　本人の課税所得が124万円以上ある場合

②　本人の課税所得が124万円未満でも、同一世帯で住民税課

税所得が124万円以上ある65歳以上の世帯員がいる場合

※２ 低所得者Ⅱとは、世帯主および世帯全員が住民税非課税

である人。また、低所得者Ⅰとは、Ⅱの条件に加え、世帯

全員の年間所得が、０円（だだし、年金の場合は、年収65

万円以下）となる人

※３（ ）内の数字40,200円は年４回以上、高額医療費を受けた

場合の４回目以降の患者負担限度額

老人医療患者負担額（月額）表１ ４
月
か
ら
障
害
者
福
祉
の
サ
ー

ビ
ス
が
、
現
行
の
「
措
置
制
度
」

か
ら
「
支
援
費
制
度
」
に
変
わ
り

ま
す
。
「
支
援
費
制
度
」
は
障
害
の

あ
る
人
の
自
己
決
定
を
尊
重
し
、

利
用
者
本
位
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

す
る
制
度
で
す
。

▼
支
援
費
制
度
と
は

障
害
が
あ
っ
て
も
、
住
み
慣
れ

た
地
域
の
中
で
、
自
分
ら
し
く
暮

ら
し
て
い
く
社
会
を
目
指
す
制
度

で
す
。
今
ま
で
の
「
措
置
制
度
」

で
は
、
町
が
事
業
者
を
特
定
し
、

サ
ー
ビ
ス
の
内
容
を
決
め
て
い
ま

し
た
が
、
「
支
援
費
制
度
」
で
は
、

利
用
者
が
サ
ー
ビ
ス
を
選
択
し
、

事
業
者
と
契
約
し
て
利
用
す
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

▼
手
続
き
を
行
う
上
で
変
わ
る
主

な
点
は

○
利
用
者
は
、
自
分
の
利
用
し

た
い
サ
ー
ビ
ス
を
決
め
て
、
町
に

申
請
す
る

○
受
給
者
証
が
交
付
さ
れ
る

○
自
分
で
利
用
す
る
施
設
や
事

業
者
を
選
ん
で
契
約
す
る

○
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
と
き

の
利
用
料
は
、
施
設
ま
た
は
事
業

者
に
支
払
う
（
現
在
は
、
町
に
支

払
っ
て
い
ま
す
）

▼
利
用
者
の
訪
問
調
査

支
援
費
制
度
で
は
、
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
す
る
場
合
は
、
事
前
に
申

請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

町
は
、
申
請
を
受
け
付
け
た
後
、

支
給
の
要
否
を
決
め
る
た
め
、
調

査
を
行
い
ま
す
。
調
査
を
す
る
前

に
連
絡
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま

す
。問

い
合
わ
せ
は
、
健
康
福
祉
課

（
�
７
６
６
・
０
０
０
１
）
へ
。

老
人
医
療
（
65
歳
以
上
70
歳
未

満
で
老
人
医
療
証
を
持
っ
て
い
る

人
）
の
患
者
負
担
の
割
合
が
所
得

に
応
じ
て
、
一
般
の
人
は
１
割
、

一
定
以
上
所
得
者
は
２
割
負
担
と

な
り
ま
す
。

新
し
い
受
給
者
証
を
送
付
し
て

お
り
ま
す
の
で
、
旧
の
受
給
者
証

に
つ
い
て
は
、
健
康
福
祉
課
ま
た

は
、
日
生
・
六
瀬
住
民
セ
ン
タ
ー

へ
返
還
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
は
、
健
康
福
祉
課

（
�
７
６
６
・
０
０
０
１
）
へ
。

〈
事
例
〉
20
歳
に
な
る
と
、
大
人

の
仲
間
入
り
を
し
た
と
言
わ
れ
ま

す
。
未
成
年
は
大
人
と
違
い
契
約

な
ど
の
面
で
い
ろ
い
ろ
保
護
さ
れ

て
い
る
と
聞
き
ま
す
。
ど
の
よ
う

な
面
が
違
い
、
ど
の
よ
う
な
こ
と

に
注
意
が
必
要
で
す
か
。

〈
回
答
〉
20
歳
未
満
の
未
成
年
者

は
社
会
人
と
し
て
の
知
識
、
経
験
、

家
計
管
理
能
力
な
ど
が
未
熟
で
あ

る
た
め
、
未
成
年
者
一
人
で
契
約

の
判
断
を
す
る
と
不
利
益
を
被
る

危
険
が
あ
り
ま
す
。
民
法
で
は
未

成
年
者
が
婚
姻
を
し
て
い
る
場
合

を
除
き
、
親
権
者
の
同
意
が
な
い

契
約
は
原
則
と
し
て
取
り
消
す
こ

と
が
で
き
る
と
定
め
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
一
律
20
歳
に
な
れ
ば

社
会
人
で
も
学
生
で
も
一
人
前
の

成
人
と
定
め
、
個
別
的
な
個
性
や

成
育
状
態
、
学
歴
な
ど
の
考
慮
は

な
く
、
十
分
な
判
断
力
を
持
っ
た

大
人
と
な
り
ま
す
。
大
人
で
あ
る

以
上
自
分
の
行
っ
た
契
約
に
つ
い

て
責
任
が
発
生
し
、
い
っ
た
ん
契

約
が
成
立
す
れ
ば
一
方
的
に
解
除

は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
若

者
を
ね
ら
う
悪
徳
業
者
は
誕
生
日

を
過
ぎ
る
の
を
待
っ
て
、
行
動
す

る
と
こ
ろ
も
あ
る
よ
う
で
す
。
若

者
の
被
害
の
多
く
は
、
業
者
が
ま

る
で
友
人
み
た
い
に
個
人
名
を
名

乗
っ
て
電
話
を
か
け
て
き
て
「
一

度
、
会
い
た
い
」
と
デ
ー
ト
に
誘

う
よ
う
に
呼
び
出
し
、
高
額
な
宝

石
や
毛
皮
、
絵
画
な
ど
を
買
わ
せ

る
デ
ー
ト
商
法
や
、
は
っ
き
り
目

的
も
告
げ
ず
に
「
説
明
会
」
「
イ

ベ
ン
ト
」
な
ど
と
誘
い
、
簡
単
に

楽
し
く
て
儲
か
る
と
言
っ
て
、
販

売
組
織
に
加
入
さ
せ
ピ
ラ
ミ
ッ
ト

型
に
会
員
を
増
や
し
な
が
ら
商
品

を
販
売
し
て
い
く
マ
ル
チ
商
法
な

ど
が
あ
り
ま
す
。
業
者
は
若
者
が

持
っ
て
い
る
「
夢
」
や
「
甘
さ
」

に
付
け
込
こ
ん
で
き
ま
す
。

ま
た
ク
レ
ジ
ッ
ト
が
普
及
し
た

た
め
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
が
借
金
で
あ

る
と
言
う
認
識
が
甘
く
、
月
々
の

支
払
い
額
だ
け
で
考
え
、
支
払
い

期
間
、
支
払
い
総
額
に
対
す
る
認

識
が
浅
く
、
後
悔
す
る
こ
と
が
多

い
よ
う
で
す
。
た
と
え
ば
、
１
０

０
万
円
を
60
回
（
５
年
間
）
払
い

で
ク
レ
ジ
ッ
ト
を
組
ん
だ
場
合

は
、
月
々
の
支
払
い
は
１
万
７
千

円
ほ
ど
で
す
が
、
年
２
回
ボ
ー
ナ

ス
時
に
は
さ
ら
に
５
万
円
が
増

え
、
支
払
総
額
は
１
５
０
万
円
近

く
に
も
な
り
ま
す
。

業
者
は
契
約
時
に
は
月
々
の
支

払
い
額
だ
け
を
強
調
し
、
「
こ
の

ぐ
ら
い
の
支
払
い
な
ら
、
皆
さ
ん

し
て
い
る
」
な
ど
と
、
ロ
ー
ン
の

支
払
い
が
あ
る
の
が
当
然
と
い
う

よ
う
な
説
明
を
す
る
こ
と
が
多
い

よ
う
で
す
。
し
か
し
、
ク
レ
ジ
ッ

ト
は
借
金
で
す
。
将
来
の
収
入
が

有
る
無
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
必
ず

返
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
、
慎
重

に
利
用
し
た
い
も
の
で
す
。
「
あ

な
た
だ
け
」
「
今
だ
け
」
「
う
ま
い

話
」
に
は
気
を
つ
け
て
、
路
上
や

知
ら
な
い
人
か
ら
の
電
話
は
相
手

に
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

疑
問
な
点
は
、
消
費
生
活
相
談

コ
ー
ナ
ー
（
�
７
６
６
・
１
１
１

０
）
へ
。

＞140＜

自覚しょう！ 大人としての契約責任

昨　
年　
行　
わ　
れ　
た　
消　
防　
団　

員　
に　
よ　
る　
一　
斉　
放　
水　


